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表紙

（ 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 ）

（ 2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで ）

第52回定時株主総会資料

●事業報告
「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための運用状況」
「会社の支配に関する基本方針」
●連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
●計算書類
「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
●監査報告
「連結計算書類に係る会計監査報告」「計算書類に係る会計監査報告」

第52期（2024年３月期）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記
載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記を除いたものを記載し
た書面を一律でお送りいたします。
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業務の適正を確保するための体制

〇 業務の適正を確保するための体制
 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正
を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 当社は、経営理念に基づいた「行動指針」を制定し、代表取締役がその理念・指針を役員をはじ
めグループ全社員に継続的に伝達し、法令および社会倫理の遵守を企業活動の原点とし経営理念の
実現をはかることを徹底する。
 代表取締役は、コンプライアンス委員会の委員長としてコンプライアンス全体を統括し、コンプ
ライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
 コンプライアンスの推進については、コンプライアンス体制に係る規程を整備し役員および社員
等が規程に準拠した業務運営にあたるように研修等を通じ指導する。
 社長直轄の内部監査室は、コンプライアンス体制・法令ならびに定款上の問題の有無を調査し取
締役会に報告する。取締役会は、問題点の把握と改善に努めコンプライアンス体制の見直しをはか
る。
 当社は、役員および社員等が法令もしくは定款上に違反する行為が行われ、または行われようと
していることに気づいたときは、内部通報制度を通じてコンプライアンス違反通報窓口となる内部
監査室長もしくは社外監査役に通報される仕組みを定め、通報内容の秘密を厳守するとともに、通
報者に対して通報、報告したことを理由として不利な取り扱いを行わないものとする。
 当社は健全な企業経営のため、反社会的勢力との関係はコンプライアンス違反に繋がるものと認
識し、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応をとり、反
社会的勢力との取引は断固拒絶すべく、常に企業経営の重要事項として反社会的勢力排除に関する
対応策を講じる。
 反社会的勢力による不当要求等への対応を統括する部署を人事総務部と定め、不当要求防止責任
者を人事総務部長とするとともに、事案発生時の報告および対応等の体制整備を行い、警察等外部
専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を強化し、反社会的勢力には毅然とし
た姿勢で対処する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理についての総括責任者に人事総
務部長を任命する。株主総会議事録・取締役会議事録・稟議書等取締役の職務の執行に係る情報の
保存および管理は法令に基づき「文書管理規程」に定め、これに従い当該情報を情報セキュリティ
や個人情報保護の観点に立ち､文書または電磁的媒体に記録し整理･保存･管理する。
 
 内部監査室は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について、関連諸規程に準拠し
て実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
 「文書管理規程」ほか関連規程は、必要に応じて適時に見直し、改善をはかるものとする。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、代表取締役は、人事総務部長
をリスク管理に関する総括責任者に任命し、各部門担当取締役とともに、「経理規程」「与信管理
規程」「ＦＣ管理規程」「リスク管理規程」等に基づいてリスク管理を強化する。
 内部監査室は、当社グループ全体のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。
取締役会は、問題点の把握と改善に努めリスク管理体制の見直しをはかる。
 有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。なお有事においては代表取締役を本
部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたる。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社グループは、毎月１回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会
を開催する。取締役会においては、経営に関する重要事項の決定や経営に影響をおよぼすリスク事
項等の検討ならびに中期経営計画および年度予算に基づいた各部門の目標に対する取締役の業務執
行が効率的に行われるように監督を行う。
 また、職務分掌・権限明細規程に基づいた取締役の効率的な業務遂行体制を阻害する要因につい
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業務の適正を確保するための体制

ては、その分析を行い改善をはかっていく。
 取締役の職務の執行を効率的に行うために、取締役のうち２名は社外取締役とし、取締役会の活
性化と経営監視機能の強化をはかる。

⑤当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 業務の適正を確保するため、当社グループの管理は、代表取締役の任命により社長室長が統括す
る。
 関係会社業務については、その自主独立性を尊重し予算計画に基づいた方針と効率的な業務遂
行、経営理念に基づいた行動指針に則ったコンプライアンス体制の整備・構築、リスク管理体制の
確立をはかるため、円滑な情報交換により適正なグループ活動を促進する。重要案件については事
前協議を行う体制とし、関係会社業務担当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役
会に報告する。
 
 内部監査室は、当社グループ全体の管理体制を監査し取締役会に報告する。取締役会は、問題点
の分析把握と改善に努め当社グループ全体の管理体制の見直しをはかる。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制な
らびにその使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
項
 現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、補助すべき使用人を配置する場合の人事に
ついては取締役会と監査役が協議を行い決定するものとし、その補助すべき使用人は他の職務との
兼任はせずにもっぱら監査役の指揮命令に従うものとする。

⑦当社グループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関す
る体制、その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい損害および利益を及ぼすおそれの
ある事実、取締役および使用人の職務遂行に関する不正行為、重要な法令ならびに定款に違反する
事実が発生する可能性もしくは発生した場合はその事実を監査役に報告するものとする。
 また、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、重要な会議の決定事項、重要な会計方
針・会計基準およびその変更、内部監査の実施状況、各部門からの重要な月次業務執行事項、その
他必要な重要事項を法令および「監査役会規程」ならびに「監査役監査規程」等社内規程に基づき
監査役に報告するものとする。
 監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要会議に出
席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人
に対してヒアリングし説明を求めることとする。
 監査役会は、代表取締役、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とそれぞれ定期
的に意見交換を行い相互認識と信頼関係を深めるものとする。
 なお、「監査役会規程」および「監査役監査規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性
を確保するとともに、監査役は内部監査室および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査
法人と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めるものとする。
 当社は、監査役が職務を執行する上で必要な費用の前払等の請求を行ったときは速やかに当該費
用または債務を処理するものとする。

⑧財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」を定め、代表取締役の指示の
下、内部監査室において、内部統制の整備・運用を行い、社内への周知徹底をはかる。
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業務の適正を確保するための運用状況の概要

〇業務の適正を確保するための運用状況の概要
①コンプライアンスに対する取組みの状況
　当社では、代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しております（当該事
業年度は書面を除き５回開催）。また、グループ全社員が「コンプライアンス規程」に従い自主的
に行動できるよう周知しており、対象とする遵守事項・行動規範についての具体的な行動指針等を
定めております。また、コンプライアンス規程に違反する行為が行われ、または行われるおそれが
ある場合に対応するため、「内部通報制度規程」に従い内部通報窓口を設置し、問題の早期対応に
努めております。

②職務執行の適正および効率性の確保に対する取組みの状況
　当社の取締役会は、社外取締役２名を含む取締役５名で構成され、社外監査役３名も出席してお
ります。「取締役会規程」の定めに従い、原則毎月１回の定時取締役会を開催し、決議事項の審
議、検討事項の審議等を行うほか、その他重要な事項に関しては、その都度臨時取締役会を開催し
適時対応しております（当事業年度は14回開催）。

③当社グループにおける業務の適正の確保に対する取組みの状況
　当社グループの管理は、代表取締役の任命により社長室長が統括しており、グループ会社の自主
独立性を尊重した業務の適正な活動を促進しております。また、管理の進捗状況について定期的に
取締役会に報告しております。

④監査役監査の実効性の確保に対する取組みの状況
　当社の監査役会は社外監査役３名で構成されており、原則毎月１回の開催のほか、必要に応じて
開催しております（当事業年度は16回開催）。また、常勤監査役を中心に監査方針、監査計画に
基づき取締役会や社内重要会議に出席し、経営の監視を行うほか、業務執行状況の監査を行ってお
ります。取締役の職務執行については、「監査役会規程」「監査役監査規程」に従い経営執行に対
する監督強化に努めております。
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〇会社の支配に関する基本方針
 当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内
容の概要は以下のとおりであります。

①会社の支配に関する基本方針の概要
 当社では、以下の「財務および事業の方針」を理解し支持する者が、当社の財務および事業の方
針の決定を支配すべき者として望ましいと考えております。
「財務および事業の方針」
法令および社会規範を遵守するとともに次の事項を推進し、企業価値の向上を目指す
Ⅰ. 経営の収益性や効率性を高め業績の向上に努め積極的な利益還元をはかる
Ⅱ. 経営の透明性を確保する
Ⅲ. 顧客や社員はじめあらゆるステークホルダーから信頼され支持される経営体制を構築する
 上場会社である当社の株式は、株主および投資家の皆様による自由な取引に委ねられており、当
社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基
づき判断されるべきものと考えております。また支配権の獲得を伴うような当社株式の大規模な買
付けであっても、上記方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば
これを否定するものではなく、支配権の獲得提案を受け入れるか否かは株主の皆様の判断によるも
のと考えております。
 しかしながら、大規模な買付提案の中には、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵
害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や
株主の皆様が当該提案の内容を検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十
分な時間を提供しないもの等対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものも想定さ
れます。
 このような、上記の財務および事業の方針に反する不適切な者が当社の支配権の獲得を表明した
場合には、当社は、必要かつ相当な対応措置を講じ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確
保・向上する必要があると考えております。
 

②会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みの概要
 当社では、当社の企業価値・株主共同利益の向上のために、次のような取り組みを実施しており
ます。
一. 中長期的な経営戦略による企業価値・株主共同利益向上への取組み
 当社の経営陣は、経営理念を実現するため最善の経営方針を立案し誠実な経営に努めておりま
す。こうした努力の結果、当社の強みは次のようになりました。
Ⅰ. 独自のビジネスモデルによるローコスト・ハイリターンの高い経営効率を実現
Ⅱ. 自己資本比率の高い、変化に即応・挑戦できる強い企業体質を確保
Ⅲ. リーディングカンパニーとしてリユース業界をリードし、直営店・ＦＣ加盟店での店舗展開に
より国内953、海外16、合計969のリユース店舗（2024年３月末現在）のネットワーク網を構築
Ⅳ. 多業態のリユースショップ展開により多様化するお客様のウォンツとニーズに応えると同時
に、各業態の専門性を高めることでお客様からの信頼を獲得
 当社は、「理念経営に磨きをかけ、誰にも真似できない唯一無二の存在になる。強いリアル店舗
を中心とした“Re”NK CHANNELを作り上げ、日本国内でも、海外でも、圧倒的なリユースのリ
ーディングカンパニーとして循環型社会の構築に貢献する。」を長期ビジョンとして掲げ、その実
現に向け2024年度は「深めて尖る～リユースの新時代の幕開け トップランナーとしてリユース
の未来を切り開く～」を年度テーマとして掲げ、企業価値・株主共同の利益の向上をはかっており
ます。
 また当社は、「株主の皆様への利益還元」を重要な経営方針のひとつとして位置付けておりま
す。１株当たりの利益や自己資本利益率（ＲＯＥ）、キャッシュ・フローを向上させ、企業価値を
高めるための積極的な事業展開を推進することにより経営基盤や財務体質の強化をはかり、連結配
当性向50％程度を目安に業績に裏付けされた安定的な配当を実施していく方針であります。
 なお内部留保金につきましては、さらなる業績の向上と経営効率の改善により安定的な蓄積に努
め、今後の人財育成および新設店舗への投資や新規事業分野の展開等に備えるために活用してまい
ります。
二. コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同利益向上への取組み
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 経営の透明性、誠実性、効率性、健全性を通して、経営理念の実現をはかり企業価値を高め、社
会的責任を果たしていくことが当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。
 当社は、経営理念に基づき経営の効率化や経営のスピード化を徹底し経営目標達成のために、正
確な情報収集と迅速な意思決定ができる組織体制や仕組み作りを常に推進しております。
 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役２名・社外
監査役３名を選任しております。
 また、株主・投資家の皆様をはじめ、当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正確
な情報開示に努め、株主総会・取締役会・監査役会などの機能を一層強化・改善・整備しながら、
コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
 今後もこうした方針と施策を継続して、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、企業価値・株
主共同の利益を追求してまいります。

③会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取組みの概要
 当社は、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対抗措置）」（以下「本プラ
ン」といいます。）を導入しており、直近では2023年６月22日開催の当社第51回定時株主総会に
おいて、株主の皆様のご承認をいただき更新しております。その概要は以下のとおりです。

 本プランでは、当社株式に対し20％以上の大規模買付行為（市場取引、公開買付等の具体的な
買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。）を行おう
とする者（以下「大規模買付者」といいます。）が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買
付行為に関する合理的なルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を定めております。
 大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な
情報や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受
ける機会を確保することを目的としております。
 
 当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締
役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のための期間を
設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表することとしま
す。従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始できるものと
します。
 大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為
が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除
き、対抗措置をとりません。ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、
遵守しても大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主
共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共
同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがあります。このように、対抗措置をとる
場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社取締役会は、対抗措置を発動す
るか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。また、株主の皆様の
意思を確認する株主総会を開催する場合があります。

④具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益を向上させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
 また、本プランは、① 買収への対抗措置に関する指針の要件を充足していること、② 株主共同
の利益を損なうものではないこと、③ 株主意思を反映するものであること、④ 独立性の高い社外
者の判断を重視するものであること、⑤ デッドハンド型買収への対抗措置ではないこと等、会社
の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役
員の地位の維持を目的とするものでないと考えております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 3 月31日 ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,676,275 1,910,632 10,615,106 △28,723 14,173,290

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △833,852 △833,852

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,093,182 2,093,182

自 己 株 式 の 取 得 △625 △625

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) －

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 1,259,329 △625 1,258,704

当 期 末 残 高 1,676,275 1,910,632 11,874,435 △29,348 15,431,994

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,109,803 △5,515 1,104,287 71,908 15,349,487

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △833,852

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,093,182

自 己 株 式 の 取 得 △625

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 326,512 41,855 368,368 23,269 391,638

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 326,512 41,855 368,368 23,269 1,650,342

当 期 末 残 高 1,436,316 36,339 1,472,656 95,178 16,999,829

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1)連結の範囲に関する事項
①連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社
・連結子会社の名称 株式会社ハードオフファミリー、株式会社エコプラス、リンクチャネル株式会

社、ECO TOWN USA INC.、台湾海德沃福股份有限公司（HARDOFF 
TAIWAN INC.)

②非連結子会社の状況
・非連結子会社の数 １社

・非連結子会社の名称 ECO TOWN USA FRANCHISING INC.

・連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社の総資産額、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う
額)等のそれぞれの合計額は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしておらず、かつ全体と
しても重要性が乏しいため連結の範囲から除外しております。

(2)連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、ECO TOWN USA INC.、リンクチャネル株式会社の決算日は２月29日、台湾海
德沃福股份有限公司（HARD OFF TAIWAN INC.)の決算日は12月31日であります。連結計算書類の
作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結
上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(3)会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準および評価方法

イ. その他有価証券
・市場価格のない株式等 連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

以外のもの 入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ. 棚卸資産
・商品　 主として売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）
ただし、加盟店向けの消耗品・備品は月別総平均法による原価法
（収益性の低下による簿価切下げの方法）

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備および構築物については、定額法を採用しておりま
す。
また、事業用定期借地契約による借地上の建物および定期建物賃貸
借契約による建物については、耐用年数を定期借地権または定期借
家権の残存期間、残存価額を零とした定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…………15年～38年
構築物………10年～20年
器具備品……２年～10年
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ロ. 無形固定資産（リース資産を除くソフトウェア）
　定額法　自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。

ハ. リース資産 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい
ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした定額法を採
用しております。

③重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

④収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における
主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益
を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ. リユース事業
　主に店舗およびインターネットで一般顧客へのリユース品の商
品等の販売を行っております。これらは、顧客に引き渡した時点
で履行義務が充足されると判断しており、当該商品の引き渡し時
点において収益を認識しております。また、当社グループが付与
したポイントのうち、期末時点で履行義務を充足していない残高
を契約負債として計上しております。

ロ. FC事業
　主にフランチャイズ契約に基づき、加盟料、契約指導および商
品等の販売を行っております。
これらは、フランチャイズ契約締結時、および財又はサービスを
提供した時点で履行義務が充足されると判断しており、当該時点
において収益を認識しております。

ハ. その他事業
　主にシステム開発及びメンテナンスによる財又はサービスの提
供を行っております。
これらは、顧客への役務提供完了時点で履行義務が充足されると
判断しており、当該時点において収益を認識しております。

⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会
社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含め
て計上しております。

⑥のれんの償却方法および償却期間
　のれんの償却については､その効果が発現すると見積もられる期
間で均等償却することとしております｡
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有形固定資産の減価償却累計額 7,811,755千円

２. 会計上の見積りに関する注記
リユース事業セグメントの固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　リユース事業セグメントのキャッシュ・フローを生み出す最小単位である事業所の固定資産（主に建物）
3,599,525千円（減損実施前金額）について、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより減損損失
を78,569千円計上しております。事業所の固定資産3,599,525千円には、長期前払費用を含んでおります。
　また、減損の兆候がある事業所で減損を認識していない固定資産は120,536千円であります。

(2) 重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①減損損失に係る算出方法

　減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識す
べきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。
　リユース事業セグメントの事業所の減損損失の金額を検討するにあたり、帳簿価額の全て又は一部
が回収可能と判断される事業所における回収可能価額を使用価値により測定しております。使用価値
は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しております。なお一部の事業所における回
収可能価額は正味売却価額により測定しております。
　資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは取締役会によって承認された
事業計画に基づき算定しております。事業計画の策定にあたっては、過去の全社売上高成長率や、
個々の事業所における実績の趨勢を考慮して、事業所の売上高成長率、売上総利益率及び人件費を見
積っております。

②会計上の見積りに用いた主要な仮定
　使用価値の見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる売上高成長率、売上総利益率及び
人件費の将来予測であります。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　自然災害による営業自粛など予測が困難な事態が発生した際に、その影響で事業計画と乖離する可
能性があります。そのため翌連結会計年度に減損の兆候があるとされ、減損損失を計上した場合に
は、連結計算書類に影響する可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 13,954,000株 －株 －株 13,954,000株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 56,454株 451株 －株 56,905株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 3 年 ６ 月 2 2 日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 833,852 60 2023年３月31日 2023年６月23日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年６月21日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 1,056,179 76 2024年３月31日 2024年６月24日

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

①　投資有価証券

その他有価証券 3,462,669 3,462,669 －

②　敷金 1,540,341 1,484,535 △55,805

資産計 5,003,010 4,947,205 △55,805

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 2,500

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1)発行済株式の種類および総数に関する事項

(2)自己株式の種類および株式数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については一時的な余資を流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な
運転資金は銀行借入により調達しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであり
ます。

※１．「現金及び預金」並びに「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
であることから、記載を省略しております。

　２．市場価格のない株式等は「①投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対
照表計上額は以下のとおりであります。
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連結注記表

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券
株式 3,462,669 － － 3,462,669

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 1,484,535 － 1,484,535

（単位：千円）

部門名
報告セグメント その他

（注）１ 合計
リユース事業 ＦＣ事業 計

ハードオフ 10,088,556 － 10,088,556 － 10,088,556
オフハウス 9,848,079 － 9,848,079 － 9,848,079
モードオフ 1,131,153 － 1,131,153 － 1,131,153
ガレージオフ 560,093 － 560,093 － 560,093
ホビーオフ 2,604,079 － 2,604,079 － 2,604,079
ブックオフ 3,129,487 － 3,129,487 － 3,129,487
海外事業 1,134,250 － 1,134,250 1,134,250
ＦＣ事業 － 1,581,100 1,581,100 － 1,581,100
その他 － － － 28,346 28,346
顧客との契約から生じる収益 28,495,700 1,581,100 30,076,801 28,346 30,105,147
外部顧客への売上高 28,495,700 1,581,100 30,076,801 28,346 30,105,147

（3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。

６. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
  当連結会計年度（自  2023年４月１日  至  2024年３月31日）

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システム開発事
業を含んでおります。

２　リカーオフ事業は、オフハウス事業に含めて表示しております。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額
（千円）

契約負債 23,123千円

(1)１株当たり純資産額 1,216円42銭
(2)１株当たり当期純利益 150円62銭

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類作成のための基
本となる重要な事項に関する注記④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度および翌連結会計年度以降の金額を理解するための情報
① 契約負債の残高

（注）契約負債は、当社グループが付与したポイントのうち、期末時点で履行義務を充足し
ていない残高であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法
を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

7. １株当たり情報に関する注記

8. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

9. その他の注記
　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

【資　　　産　　　の　　　部】 【負　　　債　　　の　　　部】

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金

差 入 保 証 金

建 設 協 力 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

8,454,612

1,915,141

1,004,074

5,159,857

14,519

295,148

68,140

△2,270

11,589,892

3,221,532

1,729,125

26,617

385,879

903,619

171,470

4,820

646,959

5,817

625,586

8,758

6,796

7,721,400

3,438,736

2,618,238

21,007

42,104

1,082,693

269,036

170,245

86,413

△7,075　

流 動 負 債 3,237,830

買 掛 金 66,470

短 期 借 入 金 1,200,000

リ ー ス 債 務 81,605

未 払 金 279,487

未 払 費 用 892,662

未 払 法 人 税 等 443,095

未 払 消 費 税 等 195,307

預 り 金 27,004

契 約 負 債 17,412

そ の 他 34,784

固 定 負 債 858,740

リ ー ス 債 務 159,138

資 産 除 去 債 務 449,417

長 期 未 払 金 215,896

そ の 他 34,287

負 債 合 計 4,096,570

【純　　資　　産　　の　　部】

株 主 資 本 14,520,263

資 本 金 1,676,275

資 本 剰 余 金 1,909,580

資 本 準 備 金 1,768,275

そ の 他 資 本 剰 余 金 141,305

利 益 剰 余 金 10,963,756

利 益 準 備 金 17,100

そ の 他 利 益 剰 余 金 10,946,656

別 途 積 立 金 8,425,000

繰 越 利 益 剰 余 金 2,521,656

自 己 株 式 △29,348

評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,427,670

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,427,670

純 資 産 合 計 15,947,933

資 産 合 計 20,044,504 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,044,504

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（ 自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 3 月31日 ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 21,128,370

売 上 原 価 6,455,972

売 上 総 利 益 14,672,398

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,439,255

営 業 利 益 2,233,142

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 62,709

受 取 地 代 家 賃 18,750

受 取 補 償 金 3,507

リ サ イ ク ル 収 入 17,375

そ の 他 28,966 131,309

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,928

そ の 他 1,334 8,263

経 常 利 益 2,356,188

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 15 15

特 別 損 失

減 損 損 失 48,517

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,181

災 害 に よ る 損 失 210 49,908

税 引 前 当 期 純 利 益 2,306,294

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 661,000

法 人 税 等 調 整 額 △15,758 645,241

当 期 純 利 益 1,661,053

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

（ 自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 3 月31日 ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,676,275 1,768,275 141,305 17,100 8,425,000 1,694,456

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △833,852

当 期 純 利 益 1,661,053

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 － － － － 827,200

当 期 末 残 高 1,676,275 1,768,275 141,305 17,100 8,425,000 2,521,656

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金

当 期 首 残 高 △28,723 13,693,687 1,103,704 14,797,392

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △833,852 △833,852

当 期 純 利 益 1,661,053 1,661,053

自 己 株 式 の 取 得 △625 △625 △625
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 323,966 323,966

当 期 変 動 額 合 計 △625 826,575 323,966 1,150,541

当 期 末 残 高 △29,348 14,520,263 1,427,670 15,947,933

株主資本等変動計算書
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個別注記表

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１) 有価証券の評価基準および評価方法
イ. 関係会社株式 移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券
・市場価格のない株式等 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

以外のもの より処理し、売却原価は移動平均法により算定)

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

（２) 棚卸資産の評価基準および評価方法
イ. 商品 売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）　ただ

し、加盟店向けの消耗品・備品は月別総平均法による原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法)

ロ. 貯蔵品 最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（３) 固定資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築
物については、定額法を採用しております。
また、事業用定期借地契約による借地上の建物および定期建物賃貸借契約
による建物については、耐用年数を定期借地権または定期借家権の残存期
間、残存価額を零とした定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…………15年～38年
構築物………10年～20年
器具備品……２年～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法　自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。また、のれんの償却については、５年間で
均等償却しております。

ハ. リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした定額法を採用しておりま
す。

ニ. 長期前払費用 支出の効果の及ぶ期間で均等償却

（４) 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。
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個別注記表

（５) 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ. リユース事業
　主に店舗およびインターネットで一般顧客へのリユース品の商品等の販売を行っております。これ
らは、顧客に引き渡した時点で履行義務が充足されると判断しており、当該商品の引き渡し時点にお
いて収益を認識しております。また、当社グループが付与したポイントのうち、期末時点で履行義務
を充足していない残高を契約負債として計上しております。

ロ. FC事業
　主にフランチャイズ契約に基づき、加盟料、契約指導および商品等の販売を行っております。
これらは、フランチャイズ契約締結時、および財又はサービスを提供した時点で履行義務が充足され
ると判断しており、当該時点において収益を認識しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
　キャッシュ・フローを生み出す最小単位である事業所の固定資産（主に建物）2,729,758千円（減損
実施前金額）について、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより減損損失を48,517千円計上
しております。事業所の固定資産2,729,758千円には、長期前払費用を含んでおります。
また、減損の兆候がある事業所で減損を認識していない固定資産は115,447千円であります。

(2) 重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 減損損失に係る算出方法

　減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識
すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しておりま
す。
　事業所の減損損失の金額を検討するにあたり、帳簿価額の全て又は一部が回収可能と判断される
事業所における回収可能価額を使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・
フローの割引現在価値として算定しております。なお一部の事業所における回収可能価額は正味売
却価額により測定しております。
　資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは取締役会によって承認され
た事業計画に基づき算定しております。事業計画の策定にあたっては、過去の全社売上高成長率
や、個々の事業所における実績の趨勢を考慮して、事業所の売上高成長率、売上総利益率及び人件
費を見積っております。

② 会計上の見積りに用いた主要な仮定
　使用価値の見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる売上高成長率、売上総利益率及
び人件費の将来予測であります。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
　自然災害による営業自粛など予測が困難な事態が発生した際に、その影響で事業計画と乖離する
可能性があります。そのため翌事業年度に減損の兆候があるとされ、減損損失を計上した場合に
は、計算書類に影響する可能性があります。
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個別注記表

4,873,452千円

　短期金銭債権
　短期金銭債務

147,238千円
34,121千円

　　　売上高 390,985千円
　　営業取引以外の取引高 157,160千円

普通株式 56,905株

種 類 会社等の名称 議 決 権 の 所 有
(被所有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係 取 引内 容 取 引金 額

（ 千円 ） 科 目 期 末残 高
（ 千円 ）

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

ヤマモトキャ
ピタル東京株
式会社

― 不動産賃貸
役員の兼任

東京オフ
ィス及び
モードオ
フ上野御
徒町店の
賃貸

48,141 前 払費 用 4,362

ヤマモトアセ
ット株式会社 ― 不動産賃貸

役員の兼任

ハードオ
フ・オフ
ハウス前
橋天川店
の賃貸

18,000 前 払費 用 1,650

３. 貸借対照表に関する注記
⑴ 有形固定資産の減価償却累計額

⑵ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

４. 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　　営業取引による取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類および株式数

６. 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産の発生の主な原因は、減損損失および資産除去債務の否認等であり、繰延税金負債の発生の
主な原因は、その他有価証券評価差額金等であります。なお、繰延税金資産と繰延税金負債とは、相殺して
表示しております。

７. 関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）賃料の決定は、近隣の取引実績に基づいて決定しております。

８. 収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「１.重要な会計方針に係る事項に関
する注記（５）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

－ 18 －
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個別注記表

⑴ １株当たり純資産額 1,147円57銭
⑵ １株当たり当期純利益 119円52銭

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11. その他の注記
　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 塚　田　一　誠
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石　井　広　幸

独立監査人の監査報告書
2024年５月23日

株式会社ハードオフコーポレーション
取　締　役　会　　御中

EY新日本有限責任監査法人
新　潟　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ハードオフコーポレーションの２０２３
年４月１日から２０２４年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社ハードオフコーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 20 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 塚　田　一　誠
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石　井　広　幸

独立監査人の監査報告書
2024年５月23日

株式会社ハードオフコーポレーション
取　締　役　会　　御中

EY新日本有限責任監査法人
新　潟　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ハードオフコーポレーションの２
０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第５２期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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